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(57)【要約】
【課題】十分な調湿性能を得る。
【解決手段】本発明は、屋内壁面１に沿って複数の木質
パネル２が並べて施工される木質パネルの取付構造を対
象とする。木質パネル２が、取付金具を介して屋内壁面
１から離間した状態で屋内壁面に支持される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋内壁面に沿って複数の木質パネルが並べて施工される木質パネルの取付構造であって
、
　前記木質パネルが、取付金具を介して屋内壁面から離間した状態で屋内壁面に支持され
ることを特徴とする木質パネルの取付構造。
【請求項２】
　前記木質パネルの表面に複数の表面凹部が形成される請求項１に記載の木質パネルの取
付構造。
【請求項３】
　隣り合う木質パネルのうち、一方側の木質パネルが他方側の木質パネルに対して屋内壁
面からの離間寸法が異なる状態に配置されて、前記隣り合う木質パネルの対向端面が露出
される請求項１または２に記載の木質パネルの取付構造。
【請求項４】
　前記隣り合う木質パネルの対向端面のうち少なくともいずれか一方に、木口面が配置さ
れる請求項３に記載の木質パネルの取付構造。
【請求項５】
　前記取付金具は、屋内壁面に取り付けられる断面Ｌ字状のＬ型金具と、前記木質パネル
の裏面側に取り付けられる掛金具と、を有し、
　前記Ｌ型金具は、その一側片が、他側片よりも長く形成され、
　前記Ｌ型金具をその一側片を屋内壁面に沿わせて取り付けて、前記他側片の先端に前記
掛金具を掛止して前記木質パネルを支持する第１取付形態と、前記Ｌ型金具をその他側片
を屋内壁面に沿わせて取り付けて、前記一側片の先端に前記掛金具を掛止して前記木質パ
ネルを支持する第２取付形態と、のいずれの取付形態でも前記木質パネルを支持可能に構
成される請求項１～４のいずれか１項に記載の木質パネルの取付構造。
【請求項６】
　前記木質パネルを、屋内壁面に取り付けるための結合部材を備え、
　前記結合部材は、押込部材と、前記押込部材が押し込まれた際にその押込部材を弾性挟
持する挟持部材とを有し、
　前記押込部材および前記挟持部材のいずれか一方が屋内壁面に取り付けられるとともに
、残り一方が前記木質パネルの裏面側に取り付けられる請求項１～５のいずれか１項に記
載の木質パネルの取付構造。
【請求項７】
　前記木質パネルの表面に、その表面の木目方向に対し直交する方向に沿って複数の表面
溝が形成される請求項１～６のいずれか１項に記載の木質パネルの取付構造。
【請求項８】
　前記木質パネルの裏面に複数の裏面凹部が形成される請求項１～７のいずれか１項に記
載の木質パネルの取付構造。
【請求項９】
　前記木質パネルの裏面に、その裏面の木目方向に対し直交する方向に沿って複数の裏面
溝が形成される請求項１～８のいずれか１項に記載の木質パネルの取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、一般住宅等の屋内壁面に沿って複数の木質パネルが並べて施工される木質
パネルの取付構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般住宅における室内の壁面構造としては、壁面に壁紙を貼り付けたり、木質パネル（
化粧パネル）を複数並べて貼り付けたものが周知である。
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【０００３】
　このうち下記特許文献１に示すように、木質パネルを用いるものは、木材自身が保有す
る湿度調整機能（調湿機能）によって、快適な居住環境を得ることができる。
【特許文献１】特開２００１－２７０３３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に示す従来の木質パネルの取付構造のように、木質パネ
ルを単に、壁面に貼り付けるだけでは、木質パネルによる十分な調湿性能を得ることは困
難である、という問題を抱えている。
【０００５】
　この発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、十分な調湿性能を得ることがで
きる木質パネルの取付構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明は以下の構成を要旨とするものである。
【０００７】
　［１］　屋内壁面に沿って複数の木質パネルが並べて施工される木質パネルの取付構造
であって、
　前記木質パネルが、取付金具を介して屋内壁面から離間した状態で屋内壁面に支持され
ることを特徴とする木質パネルの取付構造。
【０００８】
　［２］　前記木質パネルの表面に複数の表面凹部が形成される前項１に記載の木質パネ
ルの取付構造。
【０００９】
　［３］　隣り合う木質パネルのうち、一方側の木質パネルが他方側の木質パネルに対し
て屋内壁面からの離間寸法が異なる状態に配置されて、前記隣り合う木質パネルの対向端
面が露出される前項１または２に記載の木質パネルの取付構造。
【００１０】
　［４］　前記隣り合う木質パネルの対向端面のうち少なくともいずれか一方に、木口面
が配置される前項３に記載の木質パネルの取付構造。
【００１１】
　［５］　前記取付金具は、屋内壁面に取り付けられる断面Ｌ字状のＬ型金具と、前記木
質パネルの裏面側に取り付けられる掛金具と、を有し、
　前記Ｌ型金具は、その一側片が、他側片よりも長く形成され、
　前記Ｌ型金具をその一側片を屋内壁面に沿わせて取り付けて、前記他側片の先端に前記
掛金具を掛止して前記木質パネルを支持する第１取付形態と、前記Ｌ型金具をその他側片
を屋内壁面に沿わせて取り付けて、前記一側片の先端に前記掛金具を掛止して前記木質パ
ネルを支持する第２取付形態と、のいずれの取付形態でも前記木質パネルを支持可能に構
成される前項１～４のいずれか１項に記載の木質パネルの取付構造。
【００１２】
　［６］　前記木質パネルを、屋内壁面に取り付けるための結合部材を備え、
　前記結合部材は、押込部材と、前記押込部材が押し込まれた際にその押込部材を弾性挟
持する挟持部材とを有し、
　前記押込部材および前記挟持部材のいずれか一方が屋内壁面に取り付けられるとともに
、残り一方が前記木質パネルの裏面側に取り付けられる前項１～５のいずれか１項に記載
の木質パネルの取付構造。
【００１３】
　［７］　前記木質パネルの表面に、その表面の木目方向に対し直交する方向に沿って複
数の表面溝が形成される前項１～６のいずれか１項に記載の木質パネルの取付構造。
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【００１４】
　［８］　前記木質パネルの裏面に複数の裏面凹部が形成される前項１～７のいずれか１
項に記載の木質パネルの取付構造。
【００１５】
　［９］　前記木質パネルの裏面に、その裏面の木目方向に対し直交する方向に沿って複
数の裏面溝が形成される前項１～８のいずれか１項に記載の木質パネルの取付構造。
【発明の効果】
【００１６】
　発明［１］の木質パネルの取付構造によれば、木質パネルの表裏両面とも屋内空間に露
出させることができるため、木質パネル全周面のうち、屋内空気と接触する面積が多くな
り、十分な調室性能を得ることができる。
【００１７】
　発明［２］の木質パネルの取付構造によれば、パネル表面の面積が多くなり、調湿性能
を向上させることができる。
【００１８】
　発明［３］の木質パネルの取付構造によれば、木質パネルにおける屋内空気との接触面
積がより多くなり、調湿性能をより向上させることができる。
【００１９】
　発明［４］の木質パネルの取付構造によれば、吸放湿し易い木口面が、屋内空間に露出
されるため、調湿性能を一層向上させることができる。
【００２０】
　発明［５］の木質パネルの取付構造によれば、部品の共通化を図りつつ、木質パネルの
取付高さを変更することができる。
【００２１】
　発明［６］の木質パネルの取付構造によれば、パネル表面に、吸放湿し易い木口面が配
置されるため、調湿性能をより一層向上させることができる。
【００２２】
　発明［７］の木質パネルの取付構造によれば、パネル裏面の面積が多くなり、調湿性能
をなお一層向上させることができる。
【００２３】
　発明［８］の木質パネルの取付構造によれば、パネル裏面に、吸放湿し易い木口面が配
置されるため、調湿性能をさらに向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　図１はこの発明の実施形態である木質パネルの取付構造が適用された室内の壁面構造を
示す斜視図である。
【００２５】
　同図に示すように、この壁面構造は、一般住宅における室内の壁面（１）に、多数の木
質パネル（２）が取付部材（５）～（８）を介して取り付けられている。
【００２６】
　壁面（１）は例えば、間柱や胴縁の室内側に、多数の合板が面状に並べて貼り付けられ
るとともに、その合板上に、多数の石膏ボードが面状に並べて貼り付けられて構成されて
いる。なお以下の説明において、前後方向は、壁面（１）に対し直交する方向であり、前
方は、壁面（１）から遠ざかる方向、後方は、壁面（１）に近づく方向である。
【００２７】
　図１～３に示すように、木質パネル（２）は、縦４５０ｍｍ、横４５０ｍｍ、厚さ３５
ｍｍ程度の正方形状に形成されている。この木質パネル（２）は、杉や檜等からなる３枚
の板材が、木目方向を交互に直交させるように配置した状態で積層された板材積層体によ
って構成されている。従って、積層された３枚の板材のうち、表面側の板材（表面板材）
および裏面側の板材（裏面板材）は木目方向が一致し、表面板材および裏面板材間に配置
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される中間の板材（中間板材）は、表面板材および裏面板材に対し木目方向が直交してい
る。
【００２８】
　なお本実施形態においては、表面板材および裏面板材の木目方向に沿った方向を縦方向
（上下方向）とし、中間板材の木目方向に沿った方向を横方向（左右方向）として説明す
る。
【００２９】
　木質パネル（２）の上下両端面には、表面板材および裏面板材の木口面が配置されると
ともに、両側端面には、中間板材の木口面が配置されている。
【００３０】
　木質パネル（２）の表面には、表面凹部を構成する多数の表面溝（２１）が縦方向に沿
って形成されている。表面溝（２１）は、長さや溝幅が一定ではなく、途中で途絶える溝
や、溝幅が途中で変化する溝等、様々な種類（形状）を有しており、これらの多種類の表
面溝（２１）がランダムに配置されている。
【００３１】
　なお板材は、木目方向（繊維方向）が正確な直線を描くものではないため、表面溝（２
１）の内周面やパネル両側端面を含む木質パネル（２１）の全周面には、多数の導管の端
部が開口している。
【００３２】
　図３～１１に示すように、木質パネル（２）の裏面には、その上下２箇所における幅方
向の中間部に、取付凹部（３）（３）が形成されている。両取付凹部（３）は、上下対称
で同一の形状を有している。
【００３３】
　取付凹部（３）は、横方向に長い第１凹部（３１）と、第１凹部（３１）の中間部外側
に設けられ、かつ第１凹部（３１）に連通する第２凹部（３２）と、第１凹部（３１）の
中間部内側に設けられ、かつ第１凹部（３１）に連通する第３凹部（３３）とを有してい
る。
【００３４】
　第２凹部（３２）は、第１凹部（３１）よりも深さが浅く形成されるとともに、第３凹
部（３３）は、第１凹部（３１）よりも深さが深く形成されている。
【００３５】
　一方、木質パネル（２）を、壁面（１）に取り付けるための取付部材は、Ｌ型金具（５
）および掛金具（６）により構成される取付金具と、キャッチャー（７）および押込部材
（８）により構成される結合部材とを有している。
【００３６】
　図２０に示すように、Ｌ型金具（５）は、一側片および他側片を有する断面Ｌ字状に形
成されており、一側片における長さ方向の中間部が、長側片（５１）として構成されると
ともに、他側片における長さ方向の中間部が、短側片（５５）として構成されている。Ｌ
型金具（５）は、断面形状において、長側片（５１）に対し、短側片（５５）が短く形成
されている。
【００３７】
　長側片（５１）の先端には、掛止片（５２）が設けられている。この掛止片（５２）の
先端には、短側片（５５）と同方向に折曲された抜止め片（５３）が形成されるとともに
、抜止め片（５３）の中央部には、係合孔（５３ａ）が形成されている。さらに長側片（
５１）の両側部には、ネジ止め部（５４）（５４）が形成されている。
【００３８】
　短側片（５５）の先端には、掛止片（５６）が設けられている。この掛止片（５６）の
先端には、長側片（５１）と同方向に折曲された抜止め片（５７）が形成されるとともに
、抜止め片（５７）の中央には、係合孔（５７ａ）が形成されている。さらに短側片（５
５）の両側部には、短側片（５５）と同方向に延びるように延設されたネジ止め部（５８



(6) JP 2010-53547 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

）（５８）が形成されている。
【００３９】
　このＬ型金具（５）は、壁面（１）に固定するものであるが、後述するように、第１取
付形態と、第２取付形態との２つの取付形態とのいずれかの取付形態によって壁面（１）
に固定される。
【００４０】
　本実施形態では、１枚の木質パネル（２）をその上下２箇所でＬ型金具（５）等の取付
部材によって壁面（１）に取り付けるものであり、壁面（１）における木質パネル（２）
の上下の取付凹部（３）に対応する位置に、それぞれＬ型金具（５）（５）が固定される
。この上下２つのＬ型金具（５）（５）のうち、上側のＬ型金具（５）は、後述する掛金
具（６）を掛止する受金具として機能するのに対し、下側のＬ型金具（５）は、後述のキ
ャッチャー（７）を壁面（１）に取り付けるための補助金具として機能するものである。
そして受金具としての上側のＬ型金具（５）は、そのまま壁面（１）に取り付けられるも
のであるが、補助金具としての下側のＬ型金具（５）は、キャッチャー（７）が取り付け
られた状態で壁面（１）に取り付けられる。なお本実施形態において、上側Ｌ型金具（７
）と言う場合には、受金具を意味し、下側Ｌ型金具（７）と言う場合には、補助金具を意
味する。
【００４１】
　図２１に示すようにキャッチャー（７）は、Ｌ型金具（５）に固定される取付板（７１
）と、取付板（７１）に設けられた一対の弾性脚片（７２）（７２）と、一対の弾性脚片
（７２）（７２）の先端にそれぞれ設けられた円柱状の一対の挟持体（７３）（７３）と
を備え、これらが一体に形成された合成樹脂成形品をもって構成されている。なお本実施
形態においては、キャッチャー（７）が挟持部材を構成している。
【００４２】
　一対の弾性脚片（７２）（７２）は、先端側が拡開するようにＶ字状に配置されており
、自身の弾性力によって、一対の挟持体（７３）（７３）を閉じる方向（近接させる方向
）に付勢している。
【００４３】
　そして第１取付形態で木質パネル（２）を取り付ける場合には、キャッチャー（７）が
下側Ｌ型金具（７）の短側片（５５）に取り付けられる。すなわち図９，１１等に示すよ
うに、キャッチャー（７）の取付板（７１）が、下側Ｌ型金具（７）における短側片（５
５）の外面側（上面側）にねじ止めにより取り付けられて、一対の挟持体（７３）（７３
）が短側片（５５）の延長方向（前方）に突出するように配置される。
【００４４】
　また第２取付形態の場合には、キャッチャー（７）は、Ｌ型金具（５）の長側片（５１
）に取り付けられる。すなわち図１７，１９等に示すように、キャッチャー（７）の取付
板（７１）が、下側Ｌ型金具（７）における長側片（５１）の外面側（上面側）にねじ止
めにより取り付けられて、一対の挟持体（７３）（７３）が長側片（５１）の延長方向（
前方）に突出するように配置される。
【００４５】
　一方図３等に示すように、木質パネル（２）の裏面側における上側の取付凹部（３）に
は、掛金具（６）が取り付けられる。
【００４６】
　図２２に示すように掛金具（６）は、金属板の加工品によって構成されており、下端部
中央が切り欠かれるようにして掛止用縁部（６１）が設けられるとともに、その掛止用縁
部（６１）の両側に位置規制片（６２）（６２）が設けられている。さらに掛金具（６）
の上部両側には、ねじ止め部（６４）（６４）が形成されている。
【００４７】
　図４，５等に示すようにこの掛金具（６）のねじ止め部（６４）（６４）が、木質パネ
ル（２）の上側取付凹部（３）における第２凹部（３２）の底面にねじ止めにより固定さ
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れる。この固定状態では、掛金具（６）は、その下側部が、上側取付凹部（３）の第１凹
部（３１）内に突出するように配置されている。
【００４８】
　なお掛金具（６）における木質パネル（２）の裏面側に対向する面を、裏面側としたと
き、掛金具（６）の下側部には、上記Ｌ型金具（５）の係合孔（５７ａ）に対応して、裏
面側に突出する係合突起（６５）が形成されている。
【００４９】
　木質パネル（２）の裏面側における下側の取付凹部（３）には、上記キャッチャー（７
）と共に結合部材を構成する押込部材（８）が取り付けられている。
【００５０】
　図２３に示すようにこの押込部材（８）は、取付板（８１）と、取付板（８１）に設け
られた挿入軸部（８２）とを備え、これらが一体に形成された合成樹脂成形品をもって構
成されている。さらに押込部材（８）の挿入軸部（８２）の先端には、径大な頭部（８３
）が設けられている。
【００５１】
　図７，９等に示すようにこの押込部材（８）の取付板（８１）が、木質パネル（２）の
第３凹部（３２）の底面にねじ止めにより固定される。これにより、押込部材（８）の挿
入軸部（８２）が室内側に突出するように配置される。
【００５２】
　次に、第１取付形態で木質パネル（２）を壁面（１）に取り付ける場合について説明す
る。第１取付形態においては既述したように、下側Ｌ型金具（５）における短片（５５）
にキャッチャー（７）が取り付けられている。
【００５３】
　まず始めに壁面（１）における木質パネル（２）の上下の取付凹部（３）に対応する位
置に、上側および下側Ｌ型金具（５）（５）をそれぞれ取り付ける。
【００５４】
　この場合、上側Ｌ型金具（５）は図５等に示すように、短側片（５５）を長側片（５１
）に対し下側に配置させるようにして、長側片（５１）を壁面（１）に沿わせてねじ止め
により固定する。この固定状態では、短側片（５５）が前方（室内側）に突出するように
配置される。
【００５５】
　さらにキャッチャー付きの下側Ｌ型金具（５）は図９等に示すように、短側片（５５）
を長側片（５１）に対し上側に配置させるようにして、長側片（５１）を壁面（１）に沿
わせてねじ止めにより固定する。この固定状態では、短側片（５５）のキャッチャー（７
）が前方（室内側）に突出するように配置される。
【００５６】
　なお上側Ｌ型金具（５）と下側Ｌ型金具（５）とは互いに上下対称の関係に配置されて
いる。
【００５７】
　この状態において図４～７に示すように、木質パネル（２）における掛金具（６）の掛
止用縁部（６１）を、上側Ｌ型金具（５）の掛止片（５６）に嵌め込むように掛止する。
このとき、上側Ｌ型金具（５）の抜止め片（５７）が、掛金具（６）における掛止用縁部
（６１）の裏面側（室内側）に係合することにより、掛金具（６）、つまり木質パネル（
２）の室内側（前方）への脱外が防止される。また掛金具（６）における下端両側の位置
規制片（６２）（６２）が、Ｌ型金具（５）の掛止片（５６）の両側縁に係合することに
より、掛金具（６）、つまり木質パネル（２）の横方向の移動が規制される。さらに掛金
具（６）の係合突起（６５）が、Ｌ型金具（５）の係合孔（５７ａ）に嵌合することによ
り、掛金具（６）、つまり木質パネル（２）の壁面方向の移動が規制される。
【００５８】
　こうして掛金具（６）を上側Ｌ型金具（５）に係止した後図８～１１に示すように、木
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質パネル（２）の下側取付凹部（３）における押込部材（８）の挿入軸部（８２）を、下
側Ｌ型金具（５）におけるキャッチャー（７）の一対の挟持体（７３）（７３）間に押し
込む。これにより挿入軸部（８２）の頭部（８３）が、一対の挟持体（７３）（７３）を
押し開いて、一対の挟持体（７３）（７３）間を通って一対の弾性脚片（７２）（７２）
に挿入された後、一対の弾性脚片（７２）（７２）の弾性復元力によって、一対の挟持体
（７３）（７３）が閉じられて押込部材（８）の挿入軸部（８２）を挟持する。この結合
状態においては、径大の頭部（８３）が一対の挟持体（７３）（７３）に係合することに
より、挿入軸部（８２）、つまりパネル下側の室内側への不用意な脱外が防止される。
【００５９】
　こうして木質パネル（２）は、取付金具（５）（６）および結合部材（７）（８）によ
って、上下２箇所で壁面（１）に固定される。この取付状態においては、木質パネル（２
）が壁面（１）から離間した状態に配置されて、木質パネル（２）の裏面および壁面（１
）間に隙間が形成されている。
【００６０】
　なお、結合部材（７）（８）は、結合状態において、木質パネル（２）の下側を室内側
に強く引っ張れば、押込部材（８）の頭部（８３）が一対の挟持体（７３）（７３）を押
し開きながら、一対の弾性脚片（７２）（７２）および一対の挟持体（７３）（７３）か
ら抜け出して、結合を解除できるようになっている。
【００６１】
　従って、木質パネル（２）を壁面（１）から取り外す場合には、木質パネル（２）の下
側を引っ張って、結合部材（７）（８）の結合を解除することにより、パネル下側を壁面
（１）から取り外した後、木質パネル（２）を少量上方へ持ち上げて、掛金具（６）の掛
止用縁部（６１）を上側Ｌ型金具（５）の掛止片（５６）から脱外させることにより、パ
ネル上側を壁面（１）から取り外す。これにより木質パネル（２）を壁面（１）から取り
外すことができる。
【００６２】
　次に、木質パネル（２）を第２取付形態で取り付ける場合について説明する。この場合
既述したように、下側Ｌ型金具（５）の長側片（５１）にキャッチャー（７）が取り付け
られている（図１７，１９等参照）。さらに木質パネル（２）には、上記と同様に、上側
の取付凹部（３）に掛金具（６）が固定されるとともに、下側の取付凹部（３）に、結合
部材の押込部材（８）が固定されている。
【００６３】
　まず壁面（１）における木質パネル（２）の上下の取付凹部（３）に対応する位置に、
上側および下側Ｌ型金具（５）（５）をそれぞれ取り付ける。
【００６４】
　この場合、上側Ｌ型金具（５）は図１３，１５等に示すように、長側片（５１）を短側
片（５１）に対し下側に配置させるようにして、短側片（５５）を壁面（１）に沿わせて
ねじ止めにより固定する。この固定状態では、長側片（５１）が前方（室内側）に突出す
る配置される。
【００６５】
　さらにキャッチャー付きの下側Ｌ型金具（５）は図１７，１９等に示すように、長側片
（５１）を短側片（５５）に対し上側に配置させるようにして、短側片（５５）を壁面（
１）に沿わせてねじ止めにより固定する。この固定状態では、長側片（５１）のキャッチ
ャー（７）が前方（室内側）に突出するように配置される。
【００６６】
　なお上側Ｌ型金具（５）と下側Ｌ型金具（５）とは互いに上下対称の関係に配置されて
いる。
【００６７】
　この状態において、木質パネル（２）を上記と同様に壁面（１）に取り付ける。すなわ
ち図１２～１５に示すように、木質パネル（２）における掛金具（６）の掛止用縁部（６



(9) JP 2010-53547 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

１）を、壁面（１）における上側Ｌ型金具（５）の掛止片（５２）に嵌め込むように掛止
する。このとき、Ｌ型金具（５）の抜止め片（５３）が、掛金具（６）における掛止用縁
部（６１）の裏面側（室内側）に係合することにより、掛金具（６）、つまり木質パネル
（２）の室内側への脱外が防止される。また掛金具（６）における下端両側の位置規制片
（６２）（６２）が、Ｌ型金具（５）の掛止片（５２）の両側縁に係合することにより、
掛金具（６）、つまり木質パネル（２）の横方向の移動が規制される。さらに掛金具（６
）の係合突起（６５）が、Ｌ型金具（５）の係合孔（５３ａ）に嵌合することにより、掛
金具（６）、つまり木質パネル（２）の壁面方向の移動が規制される。
【００６８】
　続いて図１６～１９に示すように、木質パネル（２）における押込部材（８）の挿入軸
部（８２）を、下側Ｌ型金具（５）におけるキャッチャー（７）の一対の挟持体（７３）
（７３）間に押し込んで、頭部（８３）を一対の弾性脚片（７２）（７２）に挿入して、
挿入軸部（８２）を一対の挟持体（７３）（７３）により挟持させて、パネル下側を壁面
（１）に取り付ける。
【００６９】
　この第２取付形態においても、上記第１取付形態と同様に、木質パネル（２）が壁面（
１）から離間した状態に配置されて、木質パネル（２）の裏面および壁面（１）間に隙間
が形成される。
【００７０】
　ここで、第１取付形態では、Ｌ型金具（５）における短寸の短側片（５５）先端に、木
質パネル（２）が取り付けられるのに対し、第２取付形態では、Ｌ型金具（５）における
長寸の長側片（５１）先端に、木質パネル（２）が取り付けられる。従って第２取付形態
における木質パネル（２）および壁面（１）間の離間寸法（Ｌ２）は、第１取付形態での
離間寸法（Ｌ１）よりも大きく形成されて、第２取付形態での木質パネル（２）は、第１
取付形態での木質パネル（２）に比べて、壁面（１）からの飛び出し量が大きい状態に取
り付けられる。
【００７１】
　本実施形態においては、複数の木質パネル（２）を壁面（１）に沿って並べて施工する
に際して、第１取付形態と第２取付形態とを適宜取り混ぜて各パネル（２）を壁面（１）
に取り付けるものである。
【００７２】
　例えば、縦（行方向）および横（列方向）に並べて配置される複数の木質パネル（２）
のうち、奇数行および奇数列の木質パネル（２）は、第１取付形態で取り付けるとともに
、偶数行および偶数列の木質パネル（２）は、第２取付形態で取り付けることにより、木
質パネル（２）を縦横交互に飛び出し量（浮き上がり量）を変化させるようにする。さら
に奇数行の木質パネル（２）は、第１取付形態で取り付けるとともに、偶数行の木質パネ
ル（２）は、第２取付形態で取り付けて、縦方向に交互に飛び出し量を変化させるように
する。さらに奇数列の木質パネル（２）は、第１取付形態で取り付けるとともに、偶数列
の木質パネル（２）は、第２取付形態で取り付けて、横方向に交互に飛び出し量を変化さ
せるようにする。また木質パネル（２）を、１つおきに取付形態を変化させずに、２つお
きや３つ以上おきに、取付形態を変化させて取り付けるようにしても良い。
【００７３】
　また上記のように、各木質パネル（２）を規則的な凹凸状態で配列するようにしても良
いが、言うまでもなく、各木質パネル（２）を不規則的な凹凸状態で配列するようにして
も良い。
【００７４】
　以上の構成による本実施形態のパネル取付構造によれば、室内の調湿性能を向上させる
ことができる。すなわち木質パネル（２）は、その表裏両面、左右両側面および上下両端
面を含む全周面（全表面）から、水分（湿気成分）を吸収したり、湿気成分を放出するこ
とにより、周囲の湿度を適正に調整するものであるため、木質パネル（２）の全周面のう
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ち、室内の空気（雰囲気）と接触する面積が大きくなるに従って、吸放湿量を多くでき、
調湿性能を向上させることができる。
【００７５】
　そこで本実施形態のパネル取付構造においては、各木質パネル（２）を壁面（１）から
離間させた状態に取り付けているため、木質パネル（２）の表裏両面を共に室内空間に露
出でき、木質パネル（２）の全周面における室内空気（屋内空気）との接触面積を大きく
確保することができる。このため各木質パネル（２）による室内空気に対する吸放湿を十
分に行うことができ、室内の調湿性能を十分に確保することができ、快適な居住空間を得
ることができる。
【００７６】
　また本実施形態においては、パネル表面に表面溝（２１）を形成しているため、パネル
表面の面積をより大きくできて、室内空気との接触面積をより大きくでき、調湿性能を向
上させることができる。
【００７７】
　さらに本実施形態においては、木質パネル（２）を、壁面（１）からの離間寸法が異な
る第１取付形態および第２取付形態のいずれの取付形態でも取付可能に構成しているため
、上下あるいは左右に隣り合う木質パネル（２）（２）の取付高さ（壁面からの離間寸法
）を異ならせて、パネル間に段差を形成することができる。このため、段差のある隣り合
う木質パネル（２）（２）においては、木質パネル（２）（２）の対向端面が前後に位置
ずれして室内空間に露出するため、木質パネル（２）による室内空気との接触面積を一層
大きくできて、調湿性能を一層向上させることができる。
【００７８】
　特に本実施形態では、上下に隣り合う木質パネル（２）（２）においても取付高さを異
ならせるようにしているため、当該木質パネル（２）（２）の対向端面、換言すれば木質
パネル（２）（２）の木口面（表面板材および裏面板材の木口面）を、室内空間に露出さ
せることができる。ここで、板材の木口面は、多数の導管の端部が開口しているため、板
面や両側端面に比べて、湿気成分の吸放湿量が大きくなる。従って本実施形態のように木
質パネル（２）（２）の木口面を室内空間に露出させることによって、調湿性能をより一
層向上させることができる。
【００７９】
　また本実施形態では、各木質パネル（２）の取付高さを適宜変更しているため、パネル
毎に実際に凹凸のある立体的なデザインで施工することができ、デザイン的にも優れた壁
面構造を形成することができる。
【００８０】
　なお本実施形態において、木質パネル（２）は、木質系のものであればどのようなもの
でも使用可能であるが、特に杉や檜からなるものを使用するのが好ましい。すなわち杉や
檜は、針葉樹材で比重が低く、空気中の水分（湿気成分）の吸放湿機能が高いため、上記
の調湿性能を一段と向上させることができる。
【００８１】
　また本実施形態においては、１つ（１種類）のＬ型金具（５）によって、取付高さの異
なる２種類の取付形態で木質パネル（２）を取り付けることができるよう構成しているた
め、部品種数を削減できて、コストを削減できるとともに、作業者による部品の付け間違
い等も防止できて、施工作業性を向上させることができる。
【００８２】
　さらに本実施形態においては、木質パネル（２）における裏面上側の掛金具（６）を壁
面（１）のＬ型金具（５）に引っ掛けて、パネル裏面下側の押込部材（８）を壁面（１）
のキャッチャー（７）に押し込んで結合するだけで簡単に、木質パネル（２）を壁面（１
）に取り付けることができるため、パネル施工作業を効率良くスムーズに行うことができ
る。
【００８３】
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　また木質パネル（２）を壁面（１）から取り外す際には、パネル下側を手前（前方）に
引っ張って押込部材（８）をキャッチャー（７）から抜き取って、掛金具（６）をＬ型金
具（５）から取り外すだけで簡単に、木質パネル（２）を壁面（１）から取り外すことが
できる。
【００８４】
　なお上記実施形態においては、木質パネル（２）の表面に、表面板材の木目方向に沿っ
て多数の表面溝（２１）を形成するようにしているが、それだけに限られず、本発明にお
いては、パネル表面に、表面板材の木目方向に対し直交する方向に沿って表面溝等の溝状
部を多数形成するようにしても良い。この場合には、表面溝の両側面が、表面板材の導管
端部が開口する木口面に形成されるため、より多くの木口面を、室内空間に露出させるこ
とができ、調湿性能をなお一層向上させることができる。
【００８５】
　また本発明において、パネル表面に形成される凹部は溝状の凹部（表面溝）に限られず
、どのような凹部を形成するようにしても良い。この凹部は、大きさ、深さ、形状、形成
数が特に限定されるものではない。このようにパネル表面に凹部を形成する場合において
も、上記と同様に、パネル表面の面積、ひいては室内空気との接触面積を大きくできて、
十分な調湿性能を得ることができる。
【００８６】
　もっとも、本発明においては必ずしも、パネル表面に溝等の凹部を形成する必要はなく
、パネル表面を平坦面に形成するようにしても良い。
【００８７】
　また本発明においては、パネル裏面に、凹部（裏面凹部）を形成するようにしても良い
。この裏面凹部は、大きさ、深さ、形状、形成数が特に限定されるものではない。そして
、この裏面凹部の形成によって、上記と同様に、パネル裏面の面積、ひいては室内空気と
の接触面積を大きくできて、より優れた調湿性能を得ることができる。
【００８８】
　さらに本発明においては、パネル裏面に、裏面の木目方向に対し直交する方向に沿って
多数の裏面溝を形成するようにしても良い。この場合には、裏面溝の両側面が、導管端部
が開口する木口面に形成されるため、よりの多くの木口面を、室内空間に露出させること
ができ、調湿性能を一段と向上させることができる。
【００８９】
　また、上記実施形態においては、パネル表面の木目方向を上下方向に配置して木質パネ
ルを取り付けるようにしているが、それだけに限られず、本発明においては、パネル表面
の木目方向を左右方向（横方向）に配置して木質パネルを取り付けるようにしても良い。
この場合には、図３の想像線に示すように、木質パネル（２）の裏面側において、パネル
表面の木目方向の両側に対応する位置に、上記と同様な取付凹部（３）（３）を形成して
おき、いずれか一方の取付凹部（３）に上記と同様に掛金具（６）を取り付けるとともに
、残り一方の取付凹部（３）に上記と同様に押込部材（８）を取り付けておく。さらに壁
面（１）には、上記と同様に、上側Ｌ型金具（５）およびキャッチャー付き下側Ｌ型金具
（５）を取り付けておく。そして、木質パネル（２）の掛金具（６）および押込部材（８
）を上記と同様に、上側Ｌ型金具（５）および下側のキャッチャー（７）に装着すること
により、木質パネル（２）をその表面の木目方向を左右方向に配置した状態に取り付ける
ことができる。
【００９０】
　また本発明においては、パネル裏面に、その上下位置と左右位置の４箇所に、取付凹部
（３）をそれぞれ形成しておけば、木質パネル（２）をその表面木目方向を上下方向に配
置して取り付けることも、左右方向に配置して取り付けることも可能である。すなわちパ
ネル裏面に形成された上下左右の４箇所の取付凹部（３）のうち、上下の取付凹部（３）
（３）の一方に掛金具（６）、他方に押込部材（８）を取り付けて、上記と同様に、掛金
具（６）および押込部材（８）を上側Ｌ型金具（５）および下側のキャッチャー（７）に



(12) JP 2010-53547 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

装着することにより、表面木目方向を上下方向に配置した状態で木質パネル（２）を壁面
（１）に取り付けることができる。さらに４つの取付凹部（３）のうち、左右の取付凹部
（３）（３）の一方に掛金具（６）、他方に押込部材（８）を取り付けて、上記と同様に
、掛金具（６）および押込部材（８）を上側Ｌ型金具（５）および下側のキャッチャー（
７）に装着することにより、表面木目方向を左右方向に配置した状態で木質パネル（２）
を壁面（１）に取り付けることができる。
【００９１】
　また本発明においては、施工される多数の木質パネルにおける表面溝方向や木目方向を
、全て一致させる必要はなく、一部の木質パネルのみ、表面溝方向や木目方向を変更する
ようにしても良い。
【００９２】
　また上記実施形態においては、木質パネル（２）の取付高さを、第１取付形態および第
２取付形態の２段階に変更できるようにしているが、それだけに限られず、本発明におい
ては、木質パネルの取付高さを、３段階以上に変更できるようにしても良い。
【００９３】
　さらに上記実施形態においては、同一構成のＬ型金具を用いて、木質パネルの取付高さ
を変更できるように構成しているが、それだけに限られず、本発明においては、異なる構
成のＬ型金具等の取付部材を用いて、木質パネルの取付高さを変更するようにしても良い
。
【００９４】
　さらに上記実施形態においては、受金具としての上側Ｌ型金具と、補助金具としての下
側Ｌ型金具とが同一の構成に形成されているが、それだけに限られず、本発明においては
、受金具と、補助金具とを異なる構成に形成するようにしても良い。
【００９５】
　また上記実施形態においては、各木質パネル（２）を壁面（１）に対し平行になるよう
に取り付けているが、それだけに限られず、本発明においては、各木質パネル（２）を壁
面（１）に対し傾斜させた姿勢に取り付けることも可能である。例えば上下のＬ型金具（
５）のうち、上側のＬ型金具（５）を第１取付形態で壁面（１）に取り付けることもに、
下側のＬ型金具（５）を第２取付形態で壁面（１）に取り付けておいて、そのＬ型金具（
５）（５）に対して、上記と同様に木質パネル（２）を取り付けることにより、木質パネ
ル（２）をその上側の取付高さが下側に比べて低くなるような斜め上向きの状態に配置す
ることができる。さらに上側のＬ型金具（５）を第２取付形態で、下側のＬ型金具（５）
を第１取付形態で壁面（１）にそれぞれ取り付けることにより、木質パネル（２）をその
上側の取付高さが下側に比べて高くなるような斜め下向きの状態に配置することができる
。
【００９６】
　また上記実施形態においては、木質パネル（２）として、３枚の板材が積層された板材
積層体によって構成されたものを使用しているが、それだけに限られず、本発明において
は、木質パネルを、１枚の板材、２枚の板材、または４枚以上の板材が積層された板材積
層体によって構成するようにしても良い。
【００９７】
　ところで、本実施形態のパネル取付構造が適用された壁面構造において、液晶テレビ、
プラズマテレビ、リアプロジェクションテレビ、有機ＥＬテレビ、ＦＥＤテレビ等の薄型
テレビのディスプレイパネルを壁掛け状態で取り付けるような場合や、ＡＶシステムのス
ピーカーを壁掛け状態で取り付けるような場合には、木質パネルと壁面との間の空間（隙
間）にテレビ用およびスピーカー用等の電気配線を敷設することができる。これにより、
スペースの有効利用を図りつつ、配線を隠蔽できて、美観を向上できる上さらに、配線を
自在に張りめぐらせることができて、汎用性を向上させることができる。
【００９８】
　さらに壁掛けされた薄型テレビ等の関連機器例えば、テレビチューナー、ＨＤＤレコー
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ダー、ステレオチューナー、ステレオアンプ等を木質パネルと壁面との間の空間に収容す
ることも可能であり、それによって、スペースの有効利用を図りつつ、電気機器類の隠蔽
によるデザイン性の向上も図ることもできる。
【産業上の利用可能性】
【００９９】
　この発明の木質パネルの取付構造は、屋内の壁面に沿って複数の木質パネルが並べて施
工される壁面構造に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】この発明の実施形態である木質パネルの取付構造が適用された室内の壁面構造を
示す斜視図である。
【図２】実施形態に適用された木質パネルを表面側から見た状態での斜視図である。
【図３】実施形態の木質パネルを裏面側から見た状態での斜視図である。
【図４】実施形態の第１取付形態による壁面構造においてパネル上部の側面断面図である
。
【図５】図４の分解図である。
【図６】実施形態の第１取付形態による壁面構造においてパネル上部の平面断面図である
。
【図７】図６の分解図である。
【図８】実施形態の第１取付形態による壁面構造においてパネル下部の側面断面図である
。
【図９】図８の分解図である。
【図１０】実施形態の第１取付形態による壁面構造においてパネル下部の平面断面図であ
る。
【図１１】図１０の分解図である。
【図１２】実施形態の第２取付形態による壁面構造においてパネル上部の側面断面図であ
る。
【図１３】図１２の分解図である。
【図１４】実施形態の第２取付形態による壁面構造においてパネル上部の平面断面図であ
る。
【図１５】図１４の分解図である。
【図１６】実施形態の第２取付形態による壁面構造においてパネル下部の側面断面図であ
る。
【図１７】図１６の分解図である。
【図１８】実施形態の第２取付形態による壁面構造においてパネル下部の平面断面図であ
る。
【図１９】図１８の分解図である。
【図２０】実施形態に適用されたＬ型金具を示す図であって、同図（ａ）は平面図、同図
（ｂ）は正面図、同図（ｃ）は側面図である。
【図２１】実施形態に適用された結合部材のキャッチャーを示す図であって、同図（ａ）
は平面図、同図（ｂ）は側面図である。
【図２２】実施形態に適用された掛金具を示す図であって、同図（ａ）は正面図、同図（
ｂ）は平面図、同図（ｃ）は側面図である。
【図２３】実施形態に適用された結合部材の押込部材を示す図であって、同図（ａ）は平
面図、同図（ｂ）は正面図である。
【符号の説明】
【０１０１】
１…壁面
２…木質パネル
２１…表面溝（表面凹部）
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５…Ｌ型金具
５１…長側片（一側片）
５５…短側片（他側片）
６…掛金具
７…キャッチャー（挟持部材）
８…押込部材
Ｌ１，Ｌ２…離間寸法

【図１】 【図２】



(15) JP 2010-53547 A 2010.3.11

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(16) JP 2010-53547 A 2010.3.11

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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